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１．目的・背景 

 

道路は、“人”・“物”を安全かつ円滑に移動させるものとして、平常時（日常生活）

のみならず緊急時（災害発生時）においても重要な役割を担っており、道路舗装の維持

管理は住民の生活に大きな影響を及ぼします。 

津別町が管理している町道は、２８７路線で２７２．２km あり、そのうち舗装化さ

れている道路は１３４．３km（４９．４％）あります。その多くの道路が舗装の標準耐

用年数である１０年を大幅に経過していることから、今後、ますます道路舗装の老朽化

が進行するとともに、維持・補修に係る財政負担の増加が懸念されます。 

また、平成２４年１２月に中央自動車道笹子トンネル内の天井板落下事故が発生し、

全国的に社会インフラの総点検を速やかに実施するよう求められることとなったこと

を背景に、橋梁、それらの付属物等についても点検が行われるようになりました。 

このような状況の中、津別町では道路の舗装については近隣市町へアクセスする道路

及び通学路等を管理路線として指定し、平成２７年に測定車による路面の状況調査（路

面性状調査）を行いました。調査結果から舗装の損傷度を把握し、道路の維持管理・修

繕を計画的に行うことを目的として、安全で円滑な通行を確保するとともに、限られた

財源の中で効果的かつ効率的な修繕を図るため、費用の平準化を踏まえた「津別町舗装

修繕計画」を策定しました。 
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２．舗装の現状と課題 

 

２－１管理道路の現状 

表－１ 管理延長と舗装延長 

道路区分 管理延長(km) 
舗装延長（km） 

舗装率 
Ａｓ舗装 Ｃｏ舗装 

１ 級 ５２．２ ４５．２ ０．１ ８６．８％ 

２ 級 ６５．２ ２３．７ ０．２ ３６．６％ 

その他 １５４．８ ６４．９ ０．３ ４２．１％ 

計 ２７２．２ １３３．８ ０．６ ４９．４％ 

  

      図－１ 路線数         図－２ 種別延長 

 

図－３ 舗装率 
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２－２対象路線 

舗装の現状把握は、「総点検実施要領（案）【舗装編】（Ｈ２５．２国土交通省道

路局）」に準拠して行いました。今回の路面性状調査は、津別町が管理する町道の

うち、近隣市町へアクセスする路線及び通学路等を対象路線として表－２の３６路

線を調査実施しました。 

表－２ 

路 線 名 道路延長（m） 舗装延長（m） 備 考 

町道  ２号線 ６１０．０８ ６１０．０８  

町道  ３号線 ９１６０．９３ ９１６０．９３  

町道  ４号線 ５４９．５４ ５４９．５４  

町道  ５号線 ８６０．１５ ８６０．１５  

町道  ７号線 ４８６．０７ ４８６．０７  

町道  ８号線 ４７５．０２ ４７５．０２  

町道  ９号線 １５４．０７ １５４．０７  

町道 １０号線 ３５３．６７ ３５３．６７  

町道 １２号線 ５３３．０４ ５３３．０４  

町道 １４号線 ８２６．４７ ５４０．９２  

町道 １５号線 ３２１．５６ ３２１．５６  

町道 １６号線 ５４１．１４ ５４１．１４  

町道 ２７号線 ３２８．６８ ３２８．６８  

町道 ５２号線 ４６６．１１ ４６６．１１  

町道１００号線 １４３６．３０ １４３６．３０  

町道１０１号線 １０４９．０８ １０４９．０８  

町道１０２号線 ２５３．６７ ２５３．６７  

町道１０３号線 ５６３．０９ ５６３．０９  

町道１０４号線 １６４０．４２ １６４０．４２  

町道１０５号線 ４２７．３１ ４２７．３１  

町道１０６号線 ３５３．２３ ２５５．７２  

町道１０７号線 １０３６．２３ １０３６．２３  

町道１５０号線 ５１１．９４ ５１１．９４  

町道１６３号線 １８１．５６ １８１．５６  

町道２００号線 １０３２６．３６ ９６７７．８７  

町道２０１号線 ７１１．６３ ７１１．６３  

町道２０３号線 ２４７２．５２ ２４７２．５２  

町道２５０号線 ４４８８．９５ ４４０９．５４  
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路 線 名 道路延長（m） 舗装延長（m） 備 考 

町道２５１号線 １１２１０．６４ ４９５１．９７  

町道２５２号線 ６５１６．３９ ７３７．２８  

町道２５７号線 ４７５０．０８ ２６５９．２５  

町道３０１号線 ２１９３．３５ ２１９３．３５  

町道３０４号線 ３４４６．４５ ２４４９．９２  

町道３０５号線 ５７６１．６６ ４９８５．４３  

町道３５０号線 ７１５９．９７ ７１５９．９７  

町道３５４号線 ２８４６．１９ ２８４６．１９  

合      計 

３６路線 ８５００３．５５ ６７９９１．２２  

 

２－３舗装の現状 

 路面性状調査の結果により、損傷の著しい区間（ひび割れ率３５％以上又はわだ

ち掘れ量４０mm 以上の区間）が、約３％（２．２km 程度）存在していることが判

りました。（平成３０年３月までに町道３５０号線の約８８０ｍの区間については

舗装修繕が完了している） 

 また、車両の走行性を表す「平坦性」については、走行性が悪いとされる８mm

／m 以上の区間が約３６％（２４．１km 程度）存在していることが判りました。こ

れは、マンホールや水道工事による掘削箇所等の段差により数値が大きくなったと

考えられます。 

これらの結果から、津別町の舗装劣化は、わだち掘れを主体として進行している

ことが判りました。 

表－３ 

ひび割れ率（％） わだち掘れ量（mm） 平たん性（mm/m） 

15％未満 91.4％ 20mm 未満 71.0％ 3mm/m 未満 0.5％ 

15％以上 

35％未満 
6.0％ 

20mm 以上 

40mm 未満 
28.3％ 

3mm/m 以上 

8mm/m 未満 
64.0％ 

35％以上 2.6％ 40mm 以上 0.7％ 8mm/m 以上 35.5％ 

 

２－４舗装の健全度の判定 

舗装の健全度については、路面性状調査による「ひび割れ率」、「わだち掘れ量」、

「平たん性」の結果に基づき、総合的に求められる維持管理指数（ＭＣＩ）により 

判定します。ＭＣＩとは、国土交通省で開発された舗装の維持管理の要否を判断す

る評価値であり、数値が小さいほど劣化が進んでいることを表しています。 

 ＭＣＩによる健全度の判定は以下のとおりです。 
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健全度区分 区分Ⅰ 

(健全) 

区分Ⅱ 

(表層機能保持段階) 

区分Ⅲ 

(修繕段階) 

 

MCI MCI>5.0 5.0≧MCI≧4.0 4.0≧MCI 計 

 

※ＭＣＩとは、国土交通省で開発された道路管理者の立場からみた舗装の維持管理

の要否を判断する評価値であり、ひび割れ率、わだち掘れ量及び平たん性から求

められ、以下の式１～式４の中で最小の値を代表値としています。 

   式１： ＭＣＩ＝10-1.48Ｃ0.3-0.29Ｄ0.7-0.47σ0.2 

   式２： ＭＣＩ＝10-1.51Ｃ0.3-0.3Ｄ0.7 

   式３： ＭＣＩ＝10-2.23Ｃ0.3 

   式４： ＭＣＩ＝10-0.54Ｄ0.7 

       Ｃ＝ひび割れ率（％） 

       Ｄ＝わだち掘れ量（mm） 

       Ｃ＝平たん性（mm/m） 

     式１： ３特性（ひび割れ率、わだち掘れ量、平たん性）による維持管理指数 

     式２： ２特性（ひび割れ率、わだち掘れ量）による維持管理指数 

     式３： ひび割れ率による維持管理指数 

     式４： わだち掘れ量による維持管理指数 

 

２－５舗装修繕予算の現状 

路面性状調査の結果を受けて平成２７年度より舗装補修を進めてきており、それ

以降については、年の道路予算のうち舗装修繕予算がそれまでより増加しています。
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３．舗装の維持管理の基本的な考え方 

 

３－１舗装管理の基本方針 

「津別町舗装修繕計画」の実施にあたり、路面性状調査の結果を踏まえた適切な

措置を行うことで、道路舗装の長寿命化や舗装の維持修繕費のライフサイクルコス

ト縮減を図ります。 

 

３－２管理道路の分類 

  「地域区分」、「交通量」、「公共施設の有無」などから路線の重要度を点数化し、

重要度の高い路線を「重要度Ａ」、重要度の低い路線を「重要度Ｂ」と分類しまし

た。 

 

３－３管理基準 

  重要度Ａの路線・・・健全度区分Ⅱ以下になった時点で修繕を検討する。 

  重要度Ｂの路線・・・健全度区分Ⅲ以下になった時点で修繕を検討する。 

   

 ３－４点検方法・点検頻度 

路面性状調査のほか、日常パトロール時の目視点検により異常の早期発見に努め

ます。 

 

４．計画期間 

 

４－１計画期間 

「津別町舗装修繕計画」の計画期間は、平成４０年３月３１日までの１０年とす

る。また、定期的な点検やパトロールにより舗装の状況を把握し、状況に応じて修

繕内容・時期の見直しを行います。 

 

４－２計画期間内の修繕費用の見通し 

管理道路の多くが舗装の標準耐用年数である１０年を経過していることから、そ

の維持修繕については今後更に必要性が増してくるため、点検結果を基にして計画

的に修繕を進めていくことで、修繕にかかる費用を平準化させることが出来ます。

計画に基づかない無計画的な修繕を行う場合より修繕総費用の縮減が可能となる。 
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５．対策の優先順位 

 

５－１路線の優先順位 

別紙１のとおり 

「舗装損傷状況」のほか、「地域区分」、「交通量」、「公共施設（病院・学校含む）

の有無」、「バス路線の有無」などの項目により、路線の重要性などを点数化し、優

先順位を設定する。 

 

６．舗装の状態、実施時期 

 

６－１診断結果 

平成２７年度に点検した６８．０ｋｍの診断結果は以下のとおり。 

 区分Ⅰ 

(健全) 

区分Ⅱ 

(表層機能保持段階) 

区分Ⅲ 

(修繕段階) 

計 

延  長 ３６．４ ２１．８ ９．８ ６８．０ 

割  合 ５４％ ３２％ １４％ １００％ 

 

６－２実施時期 

別紙２のとおり 

 

 



別紙１

ブロック 路線名 地域区分 交通量（日交通量） 大型車混入 国道・道道への連絡道路 バス路線 公共施設 重要度 管理区分
市街地・・・１  大（幹線）・・・3 大・・・2 有・・・１ 有・・・1 有・・・１  A・・・重要度６～１０
郊外・・・０  大（幹線以外）・・・2 小・・・０ 無・・・０ 無・・・０ 無・・・０  B・・・重要度１～５

 中・・・1
 小・・・0

A 町道2号線 1 2 2 1 1 0 7 A　　
町道3号線 0 4 2 1 0 0 7 A　　
町道4号線 1 2 2 1 0 1 7 A　　
町道5号線 0 0 0 0 1 0 1 　　B
町道7号線 1 1 0 1 0 0 3 　　B
町道8号線 1 2 0 1 0 0 4 　　B
町道9号線 1 1 0 0 1 1 4 　　B

町道10号線 1 1 0 1 0 0 3 　　B
町道12号線 1 0 0 0 1 1 3 　　B
町道14号線 1 0 0 0 0 0 1 　　B
町道15号線 1 1 0 0 0 0 2 　　B
町道16号線 1 1 0 0 0 0 2 　　B
町道27号線 1 1 0 0 1 1 4 　　B
町道52号線 1 1 0 0 0 1 3 　　B

B 町道100号線 1 2 0 1 0 0 4 　　B
町道101号線 1 2 2 1 0 0 6 A　　
町道102号線 1 2 0 1 0 0 4 　　B
町道103号線 1 1 0 1 0 0 3 　　B
町道104号線 1 2 0 1 0 0 4 　　B
町道105号線 1 1 0 1 0 0 3 　　B
町道106号線 1 0 0 1 0 0 2 　　B
町道107号線 1 2 2 1 0 0 6 A　　
町道150号線 1 0 0 0 0 1 2 　　B
町道163号線 1 4 0 1 0 0 6 A　　

C 町道200号線 0 0 2 0 1 0 3 　　B
町道201号線 0 2 2 1 0 0 5 　　B
町道203号線 0 0 0 0 0 0 0 　　B

D 町道250号線 0 0 0 1 0 0 1 　　B
町道251号線 0 0 2 0 1 0 3 　　B
町道252号線 0 0 0 0 1 0 1 　　B
町道257号線 0 0 2 1 0 0 3 　　B

E 町道301号線 0 0 0 1 0 0 1 　　B
町道304号線 0 0 2 1 1 0 4 　　B
町道305号線 0 0 2 1 1 0 4 　　B

F 町道350号線 0 4 2 1 0 0 7 A　　
町道354号線 0 0 2 1 1 0 4 　　B

３６路線

路線の優先順位



別紙２

ブロック 路線名
H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

A 町道2号線 100
町道3号線 3,461
町道4号線 100
町道5号線 460
町道7号線 0
町道8号線 0
町道9号線 100

町道10号線 154
町道12号線 333
町道14号線 341
町道15号線 100
町道16号線 0
町道27号線 0
町道52号線 0

B 町道100号線 436
町道101号線 100
町道102号線 0
町道103号線 163
町道104号線 0
町道105号線 327
町道106号線 0
町道107号線 136
町道150号線 0
町道163号線 0

C 町道200号線 1,300
町道201号線 0
町道203号線 400

D 町道250号線 400
町道251号線 0
町道252号線 300
町道257号線 559

E 町道301号線 700
町道304号線 0
町道305号線 1,485

F 町道350号線 2,640
町道354号線 0

実施時期

重要度B重要度A

計画策定年度過年度補修対象延長
単位：ｍ


